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給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

給付貸付課資格担当 03-5320-6826☎問合せ先

　令和３年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。（事前にマ
イナポータルでの保険証利用登録が必要です。）
　また国において、令和６年秋には健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を
することとしています。
　公立学校共済組合東京支部では、今後国からの通知により、具体的なスケジュールや必要となる手続
について明らかになりましたら、かがやき等によりお知らせする予定です。
　引き続き組合員・被扶養者の皆さまが安心して医療機関等を受診できるよう、公立学校共済組合本
部とも連携をとりながら、対応を進めてまいります。

　組合員証を使用して治療を受ける場合
❶共済組合に連絡する
●組合員証番号、被害者、加害者、事故日、事故の状況、警察の介入、示談の状況、ケガの程度、受
診医療機関などを確認します。

❷組合員証を使用して治療を受ける
❸共済組合に所定の書類を提出する
❹治療終了後、「治ゆ報告書」を提出する

●保健事業を取り巻く環境
・国による健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくりの強力な推進
・共済組合全体の組合員数の急激な増加と年齢構成の変化
●公立学校共済組合の事業方針
・保健事業の目的である「組合員とその被扶養者の健康の保持増進・疾病予防」に沿わない事業の見直し
・本部から各支部への保健事業財源の配分方法の変更 ⇒ 東京支部事業財源の減少(約40％の圧縮)

マイナンバーカードの申請方法等の情報は、当共済組合ホームページでご覧いただけます。
トップページ➡マイナンバーカードコーナー

　東京支部では、令和５年４月に改訂された公立学校共済組合の事業方針「保健事業実施に関するガイ
ドライン」を踏まえ、今後の保健事業のあり方について、「保健事業検討委員会」を設置して検討を行っ
ています。令和６年３月に検討結果をとりまとめ、令和６年４月から実施予定です。
　令和６年度の保健事業については、春号及び東京支部ホームページでお知らせします。

第三者加害行為/公務災害・通勤災害

事故などにあって負傷したとき
共済組合にご連絡をお忘れなく！

　組合員や被扶養者の方が交通事故、他人からの暴力行為など「第三者加害行為」により負傷した場合の
治療費は、原則として相手方（加害者）の負担になります。
　ただし、下記に該当する場合などは、共済組合で手続きを行うことで組合員証を使用して治療を受けるこ
とができます。組合員証を使用するときは、速やかに共済組合に連絡をしてください。
●相手が不明な場合
●治療費をただちに相手に負担させることが困難な場合

第三者加害行為

見直しの背景

●検討の視点
限られた財源で効果的に保健事業を実施するため、新ガイドラインを踏まえ、事業内容の見直しを行う。

●健診事業（人間ドック・オプション、器官別健診）
・基本ドックは、助成額を見直しつつ継続（助成額は年度ごとに見直し）
・５大がん検診項目への助成は継続。その他の項目は廃止を含め検討
●健康づくり事業（こころの相談、スポーツクラブ利用補助、健康ポイント等）
・事業内容の充実を図りつつ継続
●一般事業（福利厚生サービス提供等) 
・福利厚生サービスは、保健事業の目的に沿った内容に大幅見直し
　（育児・介護メニュー、島しょ支援は継続。宿泊、レジャーなど、その他のメニューは廃止を含め検討）

令和５年11月時点の検討状況（保健事業見直しの考え方）

●共済組合が加害者に代わって医療機関に支払った治療費などは、後日、共済組合から加害者に請求（求償）すること
になります。そのため、「損害賠償申告書」「交通事故証明書」等の書類を組合員側の過失の有無に関わらず提出し
ていただきます。

●示談をする場合は、事前にご連絡ください。示談の内容によっては、共済組合が費用を加害者に請求できなくなり、
組合員に請求することになります。

留意点

※組合員証を使用できる場合
①公務上の傷病であることが明らかでない場合で、公務災害・労働災害認定請求中である場合　⇒組合員証使用届な
ど所定の書類を提出し、認定結果は速やかに報告してください。

②公務災害・労働災害申請手続を進めたが、結果的に認定されなかった場合
③上記の場合以外で共済組合が使用を認めた場合

●労働者災害補償保険法の適用を受ける学校等で勤務する会計年度任用職員の方は特にご注意ください。医療費の全
額を組合員が自己負担した状態でないと、労働基準監督署は労災保険請求を受理できないため、組合員証を使用し
てしまうと清算のためかえって時間がかかります。

留意点

福利厚生課厚生事業担当　 03-5320-6821☎問合せ先

公務災害・通勤災害

　組合員が公務中や通勤途中に発症した傷病で治療を受ける場合、原則として組合員証を使用することは
できません。これらの療養に係る費用は、地方公務員災害補償基金または労働基準監督署のどちらかが負
担することとなっています。公務に関わる状況で怪我や病気を発症し治療を受ける際は、医療機関に対し「公
務中の受傷」であることを説明したうえで、会計時には組合員証を使わず、医療機関の指示に従って会計
をしてください。
やむを得ず組合員証の使用を必要とする場合や、誤って使用してしまった場合は、速やかに共済組合に連
絡をしてください。
同時に、公務災害・労働災害の申請手続も速やかに行ってください。
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令和６年度以降の保健事業について
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